
役員改選のお知らせ 
 

 本年度（令和５年度）で役員の任期（２年）が終了しま

す。 

 つきましては、吉島新町一丁目町内会 会則第７条第１

項により会長への立候補を受け付けます。 

 

 会長に立候補される方は、３月２４日（日）までに、

総務部長の大上まで申し出てください。 

 

【参考】町内会会則 

第７条 

 本会の役員は次の手続きにより選出する。 

１,会長は立候補ある時は総会に於いて選挙により選任する。 

立候補なき時は各区より選出された選挙委員（各区一名）が推薦し総会

の承認を得て選任する。 

町内会総会 令和６年４月２０日（土）（区長・組長による） 


